
「鳥取市交通安全計画（案）」に
ご意見をお寄せください！

鳥取市からの
お知らせ

（平成28年８月発行）

鳥取市交通安全計画策定の目的
　交通事故の防止は、国、県、警察、市及び関係団体はもちろん、市民一人ひとりが取り組まなくてはならない重要な
課題です。安全で安心して暮らせる交通事故のない鳥取市をめざし、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施
策の大綱として鳥取市交通安全計画を策定します。

鳥取市交通安全計画の概要
　第10次鳥取市交通安全計画においては、交通事故による被害を減らすために、以下の施策を推進していきます。

◉高齢者、障がい者及び子どもの安全確保
◉歩行者及び自転車の安全確保
◉生活道路における安全確保

◉踏切道の構造の改良及び整備の促進
◉踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

◉踏切道の統廃合の促進
◉その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

◉道路交通環境の整備
◉交通安全思想の普及徹底
◉安全運転の確保

◉救助・救急活動の充実
◉被害者支援の推進

高規格幹線道路等の整備 幼稚園・保育園・学校での交通安全教室

（鳥取市交通安全保護者の会だよりより）（鳥取市立面影小学校ホームページより）

facebook

鳥取市の魅力や、
みなさんとコミュ
ニケーションを図
るため、情報発信
を行っています。

鳥取いいね鳥取市長 とっとり知らせ隊

第１部　道路交通の安全では……

第２部　踏切道における交通の安全では……

３つの視点

４つの施策

５つの施策

以下のような事業を推進していきます



[ 編集・発行 ]

鳥取市 企画推進部秘書課広報室
TEL：0857-20-3132　　FAX：0857-20-3056
E-mail：kouhou@city.tottori.lg.jp

〈提出方法〉
　様式は問いません。住所・氏名を明記のうえ、郵送、ファクシ
ミリ、電子メール、持参いずれかでご提出ください。

〈募集期間〉
　平成 28 年８月 15 日（月）　※必着

〈資料配置場所〉
　本庁舎総合案内、本庁舎協働推進課、駅南庁舎総合案内、各総
合支所地域振興課、各地区公民館、本市公式ホームページ

本庁舎３階　協働推進課
〒680-8571　鳥取市尚徳町 116
TEL：0857-20-3182　　FAX：0857-21-1594
E-mail：kyodosuishin@city.tottori.lg.jp

お 問 い
合わせ先

交通安全の意識について

鳥取市民の交通マナーについて

今後重要な交通安全施策について

交通マナー向上のための取組について
　あなたは交通安全ついて普段から考えていますか。

（１つ選択）
　あなたは鳥取市民の交通マナーをよくしていくために、
どのような取り組みを強化すればよいと考えますか。

（複数回答可）

　あなたは現在進められている市の交通安全施策のう
ち、今後も重要だと思うものはなんですか。

（複数回答可）

　鳥取市民の交通マナーについて、あなたはどのよう
に感じていますか。（１つ選択）

モニターへのアンケート結果（抜粋）
○多くの方は交通安全への意識を高く持っておられます。
○交通マナーの向上のため、交通安全教育や広報啓発活動の強化などの取り
　組みを進めていきます！

■ 普段から考えている 

■ 多少は考えている 

■ ほとんど考えたことはない 

■ 全く考えたことはない 

■ 良い 

■ やや良い 

■ やや悪い 

■ 悪い 

■ わからない

モニター調査の概要
■ 実施期間　平成28年6月23日（木）から7月3日（日）
■ 回答状況　回 答 者：93人、対　　象：100人
■ 性　　別　男　　性：42人、女　　性：51人
■ 居住地域   鳥取地域：80人、鳥取地域以外：13人 

道路の整備

道路交通環境の整備

家庭・地域・学校等における
交通安全教育の強化

交通安全思想の普及

違反運転者等に対する
取り締りの強化

交通安全の確保

交通ルールについて
広報啓発活動の強化

救助・救急活動の充実

被害者支援の推進

わからない

わからない

特になし

その他

その他

「鳥取市交通安全計画 　」  　
ご意見を募集します
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